
議
案
第
二
十
号

三
朝
町
監
査
委
鼻
条
例
の
二
部
改
正
に
つ
い
て

次

の

と

お

り

三

朝

町

監

査

-

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

,

地

方

自

治

法

(

昭

和

二

十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

平

成

　

五

　

年

　

三

　

月

十

一

日三
朝
町
長

安

　

　

　

田

真

　

　

1

　

　

郎

平
成
五
年
苦
せ
式
日
　
原
案
可
決

三
朝
町
観
念
長
西
村
武
津
具



三
朝
町
条
例
第
　
　
　
号

三
朝
町
監
査
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
監
査
委
員
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
四
条
第
一
項
中
｢
第
百
九
十
九
条
第
三
項
｣
を
｢
第
-
十
九
条
第
四
項
｣
に
､
｢
行
な
う
｣
を
｢
行
う
｣
に
改

め
,
同
条
第
二
項
中
｢
行
な
う
と
き
｣
を
｢
行
う
と
き
｣
に
改
め
る
｡

第
五
条
中
｢
第
百
九
十
九
条
第
四
項
｣
を
｢
第
百
九
十
九
条
第
五
項
｣
に
,
｢
行
な
う
と
き
｣
を
｢
行
う
と
き
｣
に

改
め
る
｡

第
六
条
申
｢
第
百
九
十
九
条
第
五
項
｣
を
｢
第
百
九
十
九
条
第
六
項
｣
に
改
め
る
｡

第
七
粂
中
｢
第
百
九
十
九
条
第
六
項
｣
を
｢
第
百
九
十
九
条
第
七
撃
に
､
｢
行
な
う
と
き
｣
を
｢
行
う
と
き
｣
に
'

｢
う
け
る
も
の
｣
を
｢
受
け
る
も
の
｣
に
改
め
る
｡

第
九
粂
第
遍
中
｢
行
な
う
｣
を
｢
行
う
｣
に
改
め
,
｢
そ
の
日
が
1
の
下
に
｢
土
曜
日
'
｣
を
加
え
る
.

第
十
二
条
中
｢
行
な
う
｣
を
｢
行
う
｣
に
改
め
る
｡

附

　

則

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡


